
    〔令和３年３月分（4月30日納付分）から適用〕 （単位：円）

基 準 給 与

月額

等級 報 酬 の 範 囲 事業主 事業主 事業主

（千円） 14 2 16

1                        93,000円未満 88 1,232              176 1,408

2 　93,000円以上 101,000円未満 98 1,372              196 1,568

3 101,000円以上 107,000円未満 104 1,456              208 1,664

4 107,000円以上 114,000円未満 110 1,540              220 1,760

5 114,000円以上 122,000円未満 118 1,652              236 1,888

6 122,000円以上 130,000円未満 126 1,764              252 2,016

7 130,000円以上 138,000円未満 134 1,876              268 2,144

8 138,000円以上 146,000円未満 142 1,988              284 2,272

9 146,000円以上 155,000円未満 150 2,100              300 2,400

10 155,000円以上 165,000円未満 160 2,240              320 2,560

11 165,000円以上 175,000円未満 170 2,380              340 2,720

12 175,000円以上 185,000円未満 180 2,520              360 2,880

13 185,000円以上 195,000円未満 190 2,660              380 3,040

14 195,000円以上 210,000円未満 200 2,800              400 3,200

15 210,000円以上 230,000円未満 220 3,080              440 3,520

16 230,000円以上 250,000円未満 240 3,360              480 3,840

17 250,000円以上 270,000円未満 260 3,640              520 4,160

18 270,000円以上 290,000円未満 280 3,920              560 4,480

19 290,000円以上 310,000円未満 300 4,200              600 4,800

20 310,000円以上 330,000円未満 320 4,480              640 5,120

21 330,000円以上 350,000円未満 340 4,760              680 5,440

22 350,000円以上 370,000円未満 360 5,040              720 5,760

23 370,000円以上 395,000円未満 380 5,320              760 6,080

24 395,000円以上 425,000円未満 410 5,740              820 6,560

25 425,000円以上 455,000円未満 440 6,160              880 7,040

26 455,000円以上 485,000円未満 470 6,580              940 7,520

27 485,000円以上 515,000円未満 500 7,000              1,000 8,000

28 515,000円以上 545,000円未満 530 7,420              1,060 8,480

29 545,000円以上 575,000円未満 560 7,840              1,120 8,960

30 575,000円以上 605,000円未満 590 8,260              1,180 9,440

31 605,000円以上 635,000円未満 620 8,680              1,240 9,920

32  635,000円以上 650 9,100              1,300 10,400

〇　企業年金基金掛金は、加入者負担はありません。（全額事業主負担）
〇　育児休業等による掛金免除や養育特例制度はありません。
〇　賞与に対する掛金負担はありません。
〇　基準給与は資格取得日および毎年9月の1回で決定し、翌年8月まで適用となります。（随時の月額変更はありません）
〇　基準給与は厚生年金保険法における標準報酬月額の等級区分を適用しておりますので、厚生年金保険法等の
　　 改正により等級区分に変更がある場合は当基金の基準給与月額の区分も変更となります。
〇　この基金掛金月額表は令和3年4月告知分（令和3年3月分掛金）より適用します。

外食産業ジェフ企業年金基金　　基 準 給 与 月 額 及 び 基 金 掛 金 月 額 表

標 準 掛 金 事 務 費 掛 金 合 計


